
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第３項の規定による同条第２項の規定の適用を受けた政治団体の名称等の公

表（令和２年６月３日公表）の一部を次のとおり訂正する。

令和２年９月２３日

北海道選挙管理委員会委員長 水 城 義 幸

「

松岩かずき後援会 松岩 一輝 鈴木 玉樹 小樽市高島１丁目４－１５ 後志支所

徳中嗣史後援会 徳中 嗣史 大藤 暢子 室蘭市中央町３丁目３番８号 胆振支所

」

を

「

松岩かずき後援会 松岩 一輝 鈴木 玉樹 小樽市高島１丁目４－１５ 後志支所

高橋はるみ厚真後援会 森田 正司 大西 英松 勇払郡厚真町本町３０番地木本建設事務所内 胆振支所

徳中嗣史後援会 徳中 嗣史 大藤 暢子 室蘭市中央町３丁目３番８号 胆振支所

」

に改める。


